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一 意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする観点

から、窓口は市町村を基本としつつ、適切な役割分担がなされるよう市町村及び都道府県

の行う事業を具体的に定めるなど、地域生活支援事業について、市町村及び都道府県に対

し、必要なサービスが十分に提供されるための支援を行うこと。また、意思疎通支援を行

う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村の居住者が集まる会議での利

用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を行う市町村等への必要な支援を

行うこと。

参考資料１

障害者総合支援法附則の検討規定に係る各種提言等

(６) 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を

図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方

【総合支援法附帯決議】

【障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言】

Ⅰ－４ 支援（サービス）体系

Ａ．全国共通の仕組みで提供される支援

６．コミュニケーション支援及び通訳・介助支援

【表題】コミュニケーション支援及び通訳・介助支援

【結論】

○ コミュニケーション支援は、支援を必要とする障害者に対し、社会生活の中で行政や事

業者が対応すべき必要な基準を設け、その費用は求めない。

○ 通訳・介助支援に関しては、盲ろう者の支援ニーズの特殊性・多様性、さらにその存在

の希少性等の事情から都道府県での実施とし、個別のニーズに応じたコミュニケーション

と情報入手に関わる支援及び移動に関わる支援等を一体的に利用できるようにする。

７．利用者負担

【表題】利用者負担

【結論】

○ 他の者との平等の観点から、食材費や光熱水費等の誰もが支払う費用は負担をすべきで

あるが、障害に伴う必要な支援は、原則無償とすべきである。

ただし、高額な収入のある者には、収入に応じた負担を求める。その際、認定する収入

は、成人の場合は障害者本人の収入、未成年の障害者の場合は世帯主の収入とする。

また、高額な収入のある者の利用者負担については、介護保険の利用を含む必要なサー

ビスの利用者負担を合算し、現行の負担水準を上回らないものとすることが必要である。

○ 上記の障害に伴う必要な支援とは、主に以下の 6 つの分野に整理することができる。

② コミュニケーションのための支援


